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経
済
産
業
省

○

令
第
六
号

環

境

省

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
六
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

並
び
に
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
十
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
第
二
項
及
び
第
五

十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
十
九
日

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

甘
利

明

環
境
大
臣

斉
藤

鉄
夫

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

厚

生

省

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

通
商
産
業
省

第
八
条
及
び
第
十
六
条
中
「
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
」
を
「
日
刊
新
聞
紙
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他

の
適
切
な
」
に
改
め
る
。

附

則
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（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
指
定
法
人
の
指
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
以
下
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
際
現

に
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
（
ブ
ラ
ウ
ン
管
式
に
限
る
。
）
の
区
分
に
係
る
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
三
十
二
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
改
正
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施

行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
。
以
下
「
新
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
特
定
家
庭
用
機
器

が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の
の
区
分
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

２

改
正
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
洗
濯
機
の
区
分
に
係
る
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
新
施
行
令

第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
特
定
家
庭
用
機
器
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の
の
区
分
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た

も
の
と
み
な
す
。

３

新
施
行
令
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
特
定
家
庭
用
機
器
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の
の
区
分
に
係
る
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の



- 3 -

規
定
に
よ
る
指
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
改
正
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
同
項
及
び
法
第
三

十
四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。


